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�愛媛県告示第７２６号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成２８年６月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

今治市長沢字原ヶ谷山乙２０３の３４５、乙２０３の３４６

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字原ヶ谷山乙２０３の３４５・乙２０３の３４６（以上２筆について次

の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

�愛媛県告示第７２５号
次のとおり落札者を決定した。

平成２８年６月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７２７号
保安林の指定施業要件を変更する件（平成２８年２月農林水産省告

示第５３７号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を�万高原町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ
の要旨を告示する。

平成２８年６月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

上浮穴郡�万高原町二名
甲４０５９の１、甲４０５９の２

上浮穴郡�万町大字二名甲３８
２７番地１
友 井 忠 男

森林所有者

上浮穴郡�万高原町二名
乙６０

上浮穴郡父二峰村大字二名甲
２３５０番地
毘沙門 太 郎

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙６１、乙６３

上浮穴郡�万町大字二名４３番
戸
永 � 和太郎

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙６１

上浮穴郡�万町大字二名甲１１
３１番地
吉 岡 俊 秋

〃

〃
上浮穴郡�万町大字二名３９番
戸
山 中 丈 観

〃

〃
上浮穴郡�万町大字二名甲９０
８番地
� 保 永 夫

〃

〃
上浮穴郡�万町大字二名４０番
戸
竹 内 定 男

〃

〃
上浮穴郡�万町大字二名甲９０
５番地
竹 林 市 尾

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙６１、乙６３

上浮穴郡�万町大字二名甲９０
０番地
土 居 詩嘉雄

〃

〃
上浮穴郡�万町大字二名甲８９
５番地
� 保 タ カ

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙６１

上浮穴郡�万町大字二名甲１４
４番地
中 西 力 蔵

〃

〃
上浮穴郡�万町大字二名甲８５
８番地
松 岡 クニヨ

〃

〃
上浮穴郡�万町大字二名甲１１
３９番地
土 居 弥 蔵

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙６１、乙６３

上浮穴郡�万町大字二名甲９７
０番地
好 竹 理 順

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙６１

上浮穴郡�万町大字二名甲８４
７番地
高 岡 万太郎

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙６１、乙６３

上浮穴郡�万町大字二名甲９７
４番地３
谷口 伊三五郎

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙６１、乙２６３

上浮穴郡�万町大字二名甲７３
７番地
竹 井 刷 子

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙６３

上浮穴郡�万町大字二名甲１１
３９番地１
土 居 弥 蔵

〃

〃
上浮穴郡�万町大字二名甲１１
３１番地
吉 岡 辰治�

〃

〃
上浮穴郡�万町大字二名３９番
戸
山 中 義 志

〃

〃
上浮穴郡�万町大字二名甲８４
９番地
土 居 眞 澄

〃

〃
上浮穴郡�万町大字二名甲９６
１番地２
大 原 益 晴

〃

〃
上浮穴郡�万町大字二名甲８２
０番地
高 岡 万太郎

〃

〃
上浮穴郡�万町大字二名甲７３
７番地
竹 井 薫

〃

〃
上浮穴郡�万町大字二名甲９６
５番地
竹 内 定 男

〃

〃
上浮穴郡�万町大字二名甲９０
５番地
竹 林 新太郎

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１０２の１

上浮穴郡�万町大字�万町１３
８３番地
石 丸 健 一

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙２７０の２

上浮穴郡父二峰村大字二名甲
８９５番地
� 保 ナツ子

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙２７５の２、乙２８４の１

上浮穴郡父二峰村大字二名４１
番戸
竹 内 音 吉

〃

〃
上浮穴郡父二峰村大字二名３８
番戸
竹 内 �太郎

〃

〃
上浮穴郡父二峰村大字二名３１
番戸
竹 中 友太郎

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙２７６、乙２７７の１、乙２７
７の２

上浮穴郡父二峰村大字二名甲
１４９５番地
小 松 宗 貞

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙２７８

上浮穴郡父二峰村大字二名甲
７３７番地
竹 井 刷 子

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙２８０の１

上浮穴郡�万町大字二名甲９６
５番地
竹 内 智 明

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙３２３の１、乙３２３の２

上浮穴郡�万町大字下畑野川
甲３１２番地
日 野 サツキ

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１００２

上浮穴郡父二峰村大字二名１１
１番戸
岡 田 デンヨ

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１０１４、乙１０３１、乙１０３８、
乙１０３９、乙１０５６、乙１１０６

上浮穴郡�万高原町二名甲２１
４６番地
� 岡 イツ子

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１０４０、乙１０４１、乙１０５２、
乙１０８１の１、乙１０８１の２、
乙１１０７

上浮穴郡�万町大字�万町２８
１番地の１
中 田 孝 治

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１０４２

上浮穴郡�万町大字二名甲２１
２０番地１
一ノ宮 薫

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１０４３

上浮穴郡父二峰村大字二名甲
２４１番地３
中 田 康 範

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１０５８

上浮穴郡�万町大字二名甲２０
０４番地３
西 村 壽

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１０６９

松山市余戸町１８４３番地８

藤 本 フクヱ
〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１０９０

上浮穴郡父二峰村大字二名甲
２３７９番地
成 野 陟

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１１０２

上浮穴郡�万町大字二名甲１９
７４番地２
川 崎 清 規

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１３４２の１

上浮穴郡父二峰村大字二名甲
２３４９番地
成 野 陟

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１３４２の３

上浮穴郡�万町大字二名甲２３
４９番地
成 野 陟

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１３４３の１、乙１３４３の３、
乙２２４８、乙２３４８の１、乙
２３４８の２、乙２３４８の７、
乙２３４８の９

上浮穴郡�万町大字菅生２番
耕地１３４５番地
成 野 晶

〃

愛 媛 県 報平成２８年６月１７日 第２７８２号
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２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び�万
高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７２８号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所において

告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２８年６月１７日

宇和島港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 中村 時広

上浮穴郡�万高原町二名
乙１３４８、乙２２２３

松山市北斎院町１０２１番地

成 本 武 博
〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１３５１

上浮穴郡�万町大字二名甲２４
１６番地
石 丸 榮

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１３５３

松山市越智町２１０番地３

林 � 夫
〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１３５７の１、乙１３５７の２、
乙１３５７の４、乙１３５７の６

広島県竹原市竹原町３６８７番地
２
石 丸 厚

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１３８１から乙１３８３まで、
乙１３８７、乙２４５６の１、乙
２４５６の２

上浮穴郡�万町大字二名甲２１
２４番地２
土 居 定 義

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１４８８の１、乙１４８８の２、
乙２１３５、乙２１３６の２

北宇和郡松野町大字豊岡３１６０
番地１
石 丸 寿

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１４８８の１、乙１８５６、乙
２１３５、乙２１３６の２

石 丸 正 志 〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１５９８の２

上浮穴郡父二峰村大字二名甲
１５１１番地１
竹 内 光 子

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１７０７

高知県高岡郡窪川町北琴平町
８番１６号
上 本 次 勇

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１７１７

福岡県北九州市八幡東区尾倉
１５５８番地
越 智 實

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１７８１の２

上浮穴郡父二峰村大字二名甲
３８２４番地２
岡 田 瀧之進

〃

〃
上浮穴郡�万町大字二名甲４０
７９番地１
植 田 明

〃

〃
上浮穴郡父二峰村大字二名甲
３８２４番地２
友 井 忠 男

〃

〃
上浮穴郡父二峰村大字二名甲
４２３９番地
大 下 安 則

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１７８４の１

宇和島市寄松甲７２０番地桐田
住宅７号
竹 内 猛 浩

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１７８４の２

宇和島市寄松甲７２０番地桐田
住宅７号
竹 内 陽 子

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１８１１、乙１８１２

大洲市春賀甲１４６２番地３

井 口 泰 充
〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１８３４の１、乙２１３３

徳島県板野郡松茂町豊�字豊
�開拓
加 藤 隆 一

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１８４５

上浮穴郡�万町大字入野１３１１
番地２
東 マス子

〃

〃
上浮穴郡�万町大字入野１３１１
番地２
東 香 織

〃

〃
上浮穴郡�万町大字入野１３１１
番地２
東 勇一郎

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１８５５

松山市居相町３９３番地３

竹 内 俊 一
〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１８５７

温泉郡重信町大字見奈良１２４３
番地２
山 下 隆 一

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１９３６、乙１９３７

香川県高松市高松町９７番地１

竹 内 靖 明
〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１９４３の１、乙１９４３の２

伊予郡松前町大字西古泉５１番
地の２
森 内 宏

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙１９４４

上浮穴郡父二峰村大字二名７４
番戸
竹 内 光 子

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙２０２８、乙２０３１

松山市北吉田町１０６４番地５

稲 田 雄 子
〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙２０２９

伊予郡広田村大字満穂甲１３３９
番地
宇都宮 勝 弥

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙２０６８の３

松山市鉄砲町１番地４

高 松 佐代子
〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙２０６９の１

上浮穴郡父二峰村大字二名甲
３７４６番地
上 谷 勝 彦

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙２０６９の２、乙２０６９の５

上浮穴郡父二峰村大字二名甲
３７４６番地
上 谷 勝 己

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙２０６９の３

上浮穴郡父二峰村大字二名甲
３７４６番地
上 谷 辰 造

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙２０６９の７

上浮穴郡�万町大字二名甲３７
４６番地
上 谷 勝 己

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙２０８２、乙２１３７の１、乙
２１３７の２、乙２１３８の２

松山市美沢一丁目１番２３号石
田ビル２０３号
石 田 二 朗

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙２１３２の１

松山市湊町一丁目１番地８

青 木 伸 弘
〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙２１３９、乙２１４２

上浮穴郡�万町大字�万町８１
５番地１
青 木 一 志

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙２２２６の１

上浮穴郡父二峰村大字二名甲
２５７１番地
松 嶋 貢

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙２２２６の２

上浮穴郡�万町大字二名甲２５
７１番地
松 嶋 貢

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙２２３７

上浮穴郡父二峰村大字二名甲
２３６５番地
岡 田 順 榮

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙２３２２の１

松山市姫原二丁目１番３１号

岡 田 政 宏
〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙２４１２、乙２４１３

上浮穴郡�万町大字二名甲２１
４６番地
高 岡 民 夫

〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙２４２６

松山市祝谷五丁目６番１０号

北 福 丞
〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙２４３５

松山市吉藤四丁目２番１０号

成 野 泰 慎
〃

上浮穴郡�万高原町二名
乙２１３５、乙２１３６の２

松山市土居田町６０８番地１

宮 原 晴 美
〃

愛 媛 県 報平成２８年６月１７日 第２７８２号
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松山市岩崎町一丁目７番地７号

２ 埋立区域

� 位置

３工区の１

宇和島市住吉町字立田ケ浦１００９番３地先公有水面及び同市住

吉町字立田ケ浦１００９番８から同市大浦字長浦甲３番５に至る間

の地先公有水面

� 区域

次の各地点のうち、⑦の地点から⑥の地点までを順次に結ん

だ線及び⑥の地点と⑦の地点とを結んだ線により囲まれた区域

基点 宇和島市住吉町字住吉山乙７００番８、国土地理院「住

吉」四等三角点（北緯３３度１３分３１．８０４秒、東経１３２度３３分２７．８７

４秒）

⑦の地点 基点から真北３１５度２５分１８秒４３８．２７メートルの地

点

�の地点 ⑦の地点から真北２度５９分５９秒６０．００メートルの

地点

⑤の地点 �の地点から真北９２度５９分５９秒６０．００メートルの
地点

⑥の地点 ⑤の地点から真北１８２度５９分５９秒７９．５０メートルの

地点

� 面積

４，１８４．８４平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１３年２月２３日 愛媛県指令１２港第５２５号

４ しゅん功認可年月日

平成２８年６月１７日

�������
�愛媛県告示第７２９号
愛媛県県営住宅管理条例（昭和３５年愛媛県条例第１５号）第９条第

２項の規定に基づき、公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号）

第２条第１項第４号に規定する数値を次のとおり定める。

平成２８年６月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７３０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市喜多台土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２８年６月１７日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第７３１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市大新田土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２８年６月１７日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第７３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市垣生土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２８年６月１７日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

設置所在地名 団 地 名 建設年度 構造別 数 値 備 考

伊予郡砥部町高
尾田 砥部 ２６ 高 耐 ０．８７３０ ４号棟

〃 秋 川 隆 幸 西条市国安３５４番地９

監 事 中 路 博 西条市喜多台２２７番地２

〃 中 川 伸 之 西条市喜多台３８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 寺 町 譲 西条市喜多台１８９番地１

〃 中 路 芳 正 西条市喜多台７６番地

〃 越 智 和 男 西条市喜多台６１番地

〃 中 川 英 隆 西条市喜多台９２番地

〃 渡 部 宏 憲 西条市喜多台７８番地

監 事 中 路 博 西条市喜多台２２７番地２

〃 中 川 伸 之 西条市喜多台３８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 古 田 昭 和 西条市大新田１７８番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 稲 井 昭 一 西条市大新田１９３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 寺 町 譲 西条市喜多台１８９番地１

〃 中 路 芳 正 西条市喜多台７６番地

〃 中 川 英 隆 西条市喜多台９２番地

〃 渡 部 宏 憲 西条市喜多台７８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 中 矢 雄 哲 松山市西垣生町３８８番地４

〃 大 原 � 直 松山市西垣生町１７１３番地８

〃 土 川 貢 松山市東垣生町２４７番地１

〃 武 市 佳 紀 松山市東垣生町８０７番地１

〃 秀 野 俊之助 松山市東垣生町５５２番地

監 事 藤 崎 温 松山市東垣生町５７９番地

愛 媛 県 報平成２８年６月１７日 第２７８２号
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�������
�愛媛県告示第７３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市北吉井土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２８年６月１７日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第７３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市和気浜土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２８年６月１７日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第７３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年６月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７３６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２８年６月１７日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第７３７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２８年６月１７日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 土 屋 孝 雄 松山市東垣生町５１６番地

〃 藤 崎 温 松山市東垣生町５７９番地

〃 木 村 政 寛 松山市東垣生町９３番地１

〃 廣 田 友 作 松山市西垣生町１２３６番地１

〃 大 原 � 直 松山市西垣生町１７１３番地８

監 事 秀 野 俊之助 松山市東垣生町５５２番地

〃 恒 岡 豊 明 東温市樋口５１５番地

〃 土 屋 貴 裕 東温市樋口３０２番地

〃 大 西 康 東温市志津川１８０４番地

監 事 和 田 昭 典 東温市横河原１３７０番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 水 田 巳 義 東温市樋口８３７番地

〃 藤 田 恒 太 東温市樋口２９８番地

〃 田 中 謙 介 東温市樋口１２５９番地５

〃 渡 部 隆 弘 東温市樋口７１４番地

〃 吉 岡 茂 夫 東温市志津川１７９９番地３

監 事 藤 田 耕 蔵 東温市樋口８０７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 和 田 隆 夫 東温市樋口８３３番地

〃 加 藤 岑 生 東温市樋口２２９番地１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 粟井浅海線 松山市浅海本谷乙３１５番２ 平成２８年６月１７日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第１１号

平成２８年６月６日
東温市志津川字雨田甲１６８番

香川県高松市鍛冶屋町７番地１２

穴吹興産株式会社

代表取締役 穴 吹 忠 嗣

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第１２号

平成２８年６月６日
伊予郡松前町大字神崎字石ノ元９８２番５

宇和島市白浜２２０番地６

島 原 誉 喜

愛 媛 県 報平成２８年６月１７日 第２７８２号
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�愛媛県告示第７３８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２８年６月１７日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第７３９号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２８年６月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７４０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２８年６月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第１３号

平成２８年６月７日
伊予郡松前町大字鶴吉字宮之前１７番２

松山市東垣生町３０３番地１

シャルマンイシダ３０１号

山 崎 太 志

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 神 経 内 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 多 田 聡 東温市志津川 平成

２８年６月１日

肢 体 不 自 由 神 経 内 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 宮 上 紀 之 東温市志津川 平成

２８年６月１日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 國 枝 武 治 東温市志津川 平成

２８年６月１日

肝 臓 機 能 障 害 消化器内科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 熊 木 天 児 東温市志津川 平成

２８年６月１日

小 腸 ・ 肝 臓 機 能 障 害 消化器内科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 松 田 保 史 東温市志津川 平成

２８年６月１日

肝 臓 機 能 障 害 消化器内科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 吉 田 理 東温市志津川 平成

２８年６月１日

小 腸 ・ 肝 臓 機 能 障 害 消化器内科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 小 泉 光 仁 東温市志津川 平成

２８年６月１日

肝 臓 機 能 障 害 消化器内科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 渡 辺 崇 夫 東温市志津川 平成

２８年６月１日

ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓
機能障害 消化器内科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 八 木 専 東温市志津川 平成
２８年６月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 住 友 別 子 病 院 山 田 晋 也 新居浜市王子町３番１号 平成
２８年６月１日

呼 吸 器 機 能 障 害 内 科
独立行政法人地域医
療機能推進機構宇和
島病院

堀 川 慶 一 宇和島市賀古町２丁目１番３７号 平成
２８年６月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

瀬 野 利 太 愛 媛 県 立 新 居 浜 病 院 新居浜市本郷３丁目１－１ 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 平成２８年

４月１日

吉 田 理 西 予 市 立 野 村 病 院 西予市野村町大字野村９－５３ 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 平成２８年

４月１日

大�保 房 俊 く じ ら 病 院 八幡浜市五反田１番耕地１０４６
番地１

真網代くじらリハビリテーシ
ョン病院 八幡浜市真網代甲２２９番地５ 平成２８年

５月１日

堀 内 秀 樹 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 市 立 大 洲 病 院 大洲市西大洲甲５７０番地 平成２８年

５月３１日

愛 媛 県 報平成２８年６月１７日 第２７８２号
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公 告

�公 告

愛媛県立農業大学校入学試験の実施について

平成２９年度愛媛県立農業大学校入学試験を次のとおり実施する。

平成２８年６月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入学試験の区分

総合農学科及びアグリビジネス科

２ 入学試験の期日

� 総合農学科

ア 推薦入学試験

平成２８年１１月７日（月）学科試験及び面接試験

イ 一般入学試験（１次募集）

平成２９年１月１７日（火）学科試験及び面接試験

ウ 一般入学試験（２次募集）。ただし、１次募集で定員に満

たない場合のみ実施する。

平成２９年３月２日（木）学科試験及び面接試験

� アグリビジネス科

ア 一般入学試験（１次募集）

平成２９年１月１１日（水）学科試験及び面接試験

イ 一般入学試験（２次募集）。ただし、１次募集で定員に満

たない場合のみ実施する。

平成２９年３月２日（木）学科試験及び面接試験

３ 入学試験の場所

松山市下伊台町１５５３番地

愛媛県立農業大学校

４ 募集人員、修業年限及び受験資格

� 総合農学科

コース 修業年限 募集人員

農 産 園 芸 コ ー ス

果 樹 コ ー ス ２年 ５５人

畜 産 コ ー ス

受験資格

次のいずれかに該当する者
� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による高等学校又は
中等教育学校を卒業した者（平成２９年３月に卒業見込みの
者を含む。）

� �に掲げる者の他、知事がこれらの者と同等以上の学力
を有すると認めた者

� アグリビジネス科

コース 修業年限 募集人員

リーダー養成コース ２年 １０人

受験資格

次のいずれかに該当する者
� 学校教育法による短期大学を卒業した者（平成２９年３月
に卒業見込みの者を含む。）

� 都道府県立農業者研修教育施設養成部門（農林水産大臣
と協議して設置されたものに限る。）を卒業した者（平成
２９年３月に卒業見込みの者を含む。）
� �に掲げる者の他、知事がこれらの者と同等以上の学力
を有すると認めた者

５ 学科試験科目

� 総合農学科

ア 推薦入学試験

小論文

イ 一般入学試験（１次募集）

国語（古典及び古典講読を除く。）及び一般教養（数学、

理科）

ウ 一般入学試験（２次募集）（実施する場合）

国語（古典及び古典講読を除く。）及び一般教養（数学、

理科）

� アグリビジネス科

ア 一般入学試験（１次募集）

小論文

イ 一般入学試験（２次募集）（実施する場合）

小論文

６ 入学願書受付期間

� 総合農学科

ア 推薦入学試験

平成２８年１０月３日（月）から１４日（金）まで

イ 一般入学試験（１次募集）

平成２８年１２月５日（月）から１６日（金）まで

ウ 一般入学試験（２次募集）（実施する場合）

平成２９年２月６日（月）から１７日（金）まで

� アグリビジネス科

ア 一般入学試験（１次募集）

平成２８年１２月５日（月）から１６日（金）まで

イ 一般入学試験（２次募集）（実施する場合）

平成２９年２月６日（月）から１７日（金）まで

� 郵送による場合は、総合農学科及びアグリビジネス科とも当

該受付期間の締切日までの消印のあるものは受け付ける。

７ 受験手続

入学願書に次に掲げる書類等を添えて愛媛県立農業大学校長に

提出すること。

� 最終学校の調査書

� 写真（出願前６か月以内に正面から撮影した無帽の上半身像

で５センチメートル平方形のもの）

� 総合農学科への推薦入学を希望する者にあっては、出身高等

�愛媛県告示第７４１号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２８年６月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢体不自由、心臓機能障害 内 科 村 瀬 循 環 器 内 科 村 瀬 哲 郎 今治市中日吉町２－７－５０ 平成
２８年５月３０日

愛 媛 県 報平成２８年６月１７日 第２７８２号
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学校又は中等教育学校の長の推薦書

� 入学選考料として２，２００円の愛媛県収入証紙

８ その他入学試験の詳細については、愛媛県立農業大学校に問い

合わせること。

�������
�公 告

海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画について

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第７７号）

第４条第７項の規定に基づき、海洋生物資源の保存及び管理に関す

る愛媛県計画（平成２７年１２月２５日付け公告）を次のとおり変更した。

平成２８年６月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画

１ 海洋生物資源の保存及び管理に関する方針

県は、海洋生物資源の保存及び管理の一層の推進を図るため、

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第７７号。

以下「法」という。）第３条第１項に規定する基本計画において

定められた第１種特定海洋生物資源ごとの本県における漁獲可能

量（以下「知事管理量」という。）及び第２種特定海洋生物資源

の本県の漁業者に係る漁獲努力可能量（以下「知事管理努力量」

という。）の管理に関し、次のとおり必要な措置を講じることと

する。

� 必要に応じて漁業者等の指導、採捕の数量又は漁獲努力量の

公表その他の知事管理量及び知事管理努力量の管理の実効性を

担保するための措置を講じるため、本県における第１種特定海

洋生物資源の採捕実績（他県からの入漁者の採捕実績を含む。）

及び本県の漁業者に係る第２種特定海洋生物資源の操業実績の

的確な把握に努める。

� 海洋生物資源の分布、回遊状況及び内容、当該資源を取り巻

く環境等についてのより詳細な科学的データ及び知見を蓄積す

るため、愛媛県農林水産研究所水産研究センターを中心とし、

国又は関係都道府県との連携の下、資源調査体制の充実強化を

図る。

また、引き続き従来からの資源管理型漁業を推進するほか、

法第１３条第２項に規定する協定に係る制度（以下「協定制度」

という。）の活用等により、漁業者等による自主的な資源管理

を推進することとする。

なお、本県における海洋生物資源の保存及び管理の推進に当

たっては、他県からの入漁者の採捕実績に対し妥当な配慮を払

うものとする。

２ 知事管理量に関する事項

平成２７年及び平成２８年の知事管理量は、次表のとおりである。

第１種特定
海洋生物資
源

知 事 管 理 量

平成２７年 平成２８年

平成２７年１月
から１２月まで

平成２７年７月
から平成２８年
６月まで

平成２８年１月
から１２月まで

平成２８年７月
から平成２９年
６月まで

まあじ ６，０００トン ６，０００トン

まいわし 若 干 若 干

まさば及び
ごまさば

若 干 若 干

３ 知事管理量の採捕の種類別の数量に関する事項

平成２７年及び平成２８年の知事管理量の採捕の種類別に定める数

量は、次表のとおりとする。

また、資源に対する漁獲圧力が無視できるほど小さいと認めら

れる漁業種類については、数量を明示しないこととした。

第１種特定海洋

生物資源
採捕の種類

数 量

平成２７年１月
から１２月まで

平成２８年１月
から１２月まで

まあじ
中型まき網漁業
及び小型まき網
漁業

４，２００トン ４，２００トン

４ 知事管理量（まあじにあっては、採捕の種類別の数量）に関し

実施すべき施策に関する事項

� 中型まき網漁業及び小型まき網漁業については、許可隻数を

現状以下とする等従来の操業規制を維持するほか、経済的・合

理的な漁獲のための漁業者による自主的な管理を推進するため、

協定制度の普及及び定着を図ることとする。

なお、これらの漁業を営む者に対しては、採捕数量の報告を

義務付けることとする。

� まあじの採捕を目的とする一本釣り漁業及び遊漁については、

その実態の把握に努め、数量管理の在り方について検討するこ

ととする。

� まいわし並びにまさば及びごまさばについては、現状以上に

漁獲努力量を増加させることがないように努めるとともに、漁

獲数量が前年の漁獲実績程度となるように努めることとする。

５ 知事管理努力量に関する事項

平成２７年及び平成２８年の知事管理努力量は、次表のとおりであ

る。

第２
種特
定海
洋生
物資
源

採捕
の種
類

知 事 管 理 努 力 量

瀬戸内海 瀬戸内海 宇和海 宇和海

平成２７
年４月
１日か
ら６月
３０日ま
で

平成２７
年９月
１日か
ら１１月
３０日ま
で

平成２８
年４月
１日か
ら６月
３０日ま
で

平成２８
年９月
１日か
ら１１月
３０日ま
で

平成２７
年１０月
１日か
ら１２月
３１日ま
で

平成２８
年１０月
１日か
ら１２月
３１日ま
で

さわ
ら

さわ
ら流
し網
漁業

１６，５９０隻
日

５，８８０隻
日

１６，５９０隻
日

５，８８０隻
日

７，４９０隻
日

７，４９０隻
日

６ 知事管理努力量の採捕の種類別及び海域別の数量に関する事項

平成２７年及び平成２８年の知事管理努力量の採捕の種類別及び海

域別に定める数量は、次表のとおりとする。

第２種
特定海
洋生物
資源

採捕の
種類 海 域 期 間 漁獲努力量

さわら

流し網漁
業 の う
ち、さわ
ら流し網
漁業及び
さごし、
めじか流
し網漁業

愛媛県資源管
理指針に基づ
く資源管理措
置の対象であ
る燧灘及び安
芸灘

平成２７年４月１日
から６月３０日まで

１６，５９０隻日

平成２８年４月１日
から６月３０日まで

１６，５９０隻日

愛媛県資源管
理指針に基づ
く資源管理措
置の対象であ
る伊予灘

平成２７年９月１日
から１１月３０日まで

５，８８０隻日

平成２８年９月１日
から１１月３０日まで

５，８８０隻日

愛 媛 県 報平成２８年６月１７日 第２７８２号
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選挙管理委員会告示
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愛媛県資源管
理指針に基づ
く資源管理措
置の対象であ
る宇和海

平成２７年１０月１日
から１２月３１日まで

７，４９０隻日

平成２８年１０月１日
から１２月３１日まで

７，４９０隻日

７ 知事管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項

� 瀬戸内海のさわらの資源の回復を図るため愛媛県資源管理指

針に基づく資源管理措置の着実な実施を推進するとともに、漁

業法（昭和２４年法律第２６７号）第６８条第１項の規定に基づく瀬

戸内海広域漁業調整委員会の指示による操業制限等が遵守され

るように努めることとする。

� さわら流し網漁業及びさごし、めじか流し網漁業については、

許可隻数を現状以下とする等従来の操業規制を維持するほか、

経済的・合理的な漁獲のための漁業者による自主的な管理を推

進するため、協定制度の普及及び定着を図ることとする。

なお、これらの漁業を営む者に対しては、操業海域ごとにそ

れぞれ４月１日から６月３０日までの間、９月１日から１１月３０日

までの間及び１０月１日から１２月３１日までの間における操業実績

の報告を義務付けることとする。

８ その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項

� 海洋生物資源の保存及び管理をより一層推進するためには、

より詳細かつ正確な資源状況の把握が必要であることから、漁

獲情報を的確に把握するとともに、資源に関する調査研究の充

実強化を更に進めることとする。

� 海洋生物資源の保存及び管理を推進するため、小型魚や産卵

親魚の保護等に向けた取組を進めることとする。

�愛媛県選挙管理委員会告示第３０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２８年６月１７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１６４，２８８

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，２８６

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４５，５３６

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�愛媛県選挙管理委員会告示第３１号
愛媛県選挙事務執行規程（平成１２年３月愛媛県選挙管理委員会告示第２６号）の一部を改正する規程を次のように定める。

平成２８年６月１７日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

愛媛県選挙事務執行規程の一部を改正する規程

愛媛県選挙事務執行規程（平成１２年３月愛媛県選挙管理委員会告示第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４３，２０３ １４，４０１

南 宇 和 郡 １９，７２６ ６，５７６

松山市・上浮穴郡 ４２９，４９８ １３８，２５０

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４１，４２６ ４７，１４２

宇和島市・北宇和郡 ８０，１５８ ２６，７２０

八幡浜市・西宇和郡 ３９，４０９ １３，１３７

新 居 浜 市 ９９，６４５ ３３，２１５

西 条 市 ９１，３９４ ３０，４６５

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５２，３５０ １７，４５０

伊 予 市 ３１，３７２ １０，４５８

四 国 中 央 市 ７４，１７４ ２４，７２５

西 予 市 ３４，２３２ １１，４１１

東 温 市 ２７，７０１ ９，２３４

改 正 後 改 正 前

（報告等の経由）

第２条 省略

２ 病院（介護老人保健施設（介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第８条第２４項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同

じ。）を含む。）の院長（介護老人保健施設にあっては、その施

設の管理者 。以下同じ。）、老人ホーム（老人福祉法（昭

和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する老人短期入所施設、

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに

同法第２９条第１項に規定する有料老人ホームをいう。以下同

じ。）の長（有料老人ホームにあっては、その施設の管理者

（報告等の経由）

第２条 省略

２ 病院（介護老人保健施設（介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第８条第２４項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同

じ。）を含む。）の院長（介護老人保健施設にあっては、その施

設の管理者をいう。以下同じ。）、老人ホーム（老人福祉法（昭

和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する老人短期入所施設、

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに

同法第２９条 に規定する有料老人ホームをいう。以下同

じ。）の長（有料老人ホームにあっては、その施設の管理者をい
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。以下同じ。）、原子爆弾被爆者養護ホーム（原子爆弾被爆者

に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）第３９条の規

定により同法第１条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。

以下同じ。）の長、身体障害者支援施設（障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３

号）第５条第１１項に規定する障害者支援施設及び同条第２６項に規

定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者福祉法（昭和２４年法律

第２８３号）第４条に規定する身体障害者を入所させる施設をい

う。以下同じ。）の長及び保護施設（生活保護法（昭和２５年法律

第１４４号）第３８条第１項に規定する救護施設及び更生施設をい

う。以下同じ。）の長（以下「院長等」という。）から県委員会

に対する申請、届出及び申出並びに開票管理者から選挙長又は選

挙分会長に対する報告及び届出についても、また、前項と同様と

する。

第９条 削除

第１２条 削除

（期日前投票における関係規定の適用の特例）

第１７条の２ 法第４８条の２第１項の場合においては、第８条中「選

挙の期日の翌日に」とあるのは「期日前投票所を設ける期間の末

日に」と、第１５条第１項中「投票管理者」とあるのは「投票管理

者又は市町委員会」と、「第５５条 」とあるのは「第４８条の２第

５項の規定により読み替えて適用される法第５５条及び政令第４９条

の１１」と、「投票箱等」とあるのは「投票箱等及び封印をした投

票箱の鍵 」と、同条第２項中「投票管理者」とあるのは「投票

管理者又は市町委員会」と、「開票管理者に」とあるのは「投票

管理者にあっては、市町委員会に、市町委員会にあっては、開票

管理者にそれぞれ」と、第２１条第１項中「開票管理者は、投票箱

の送致を受けたときは」とあるのは「市町委員会又は開票管理者

は、投票箱等及び封印をした投票箱の鍵 の送致を受けたとき

は」と、同条第３項中「前項の報告を受けたとき」とあるのは

「前項の報告を受けたとき又は自ら保管中の投票箱及びその鍵

に異状が生じたとき」とし、第１４条及び第１７条の規定は、適用し

ない。

（在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に

係る関係規定の適用の特例）

第１８条の２ 在外選挙人名簿に登録されている選挙人（当該選挙人

のうち選挙人名簿に登録されているもので政令第６５条の２に規定

する者を除く。）で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投

票をしようとするものの国内における投票及びこれに関し必要な

手続に係る規定の適用については、第４条第１項中「選挙人名

簿」とあるのは「在外選挙人名簿」と、「第１９条第３項 」とあ

るのは「第３０条の２第４項

う。以下同じ。）、原子爆弾被爆者養護ホーム（原子爆弾被爆者

に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）第３９条の規

定により同法第１条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。

以下同じ。）の長、身体障害者支援施設（障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３

号）第５条第１１項に規定する障害者支援施設及び同条第２６項に規

定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者福祉法（昭和２４年法律

第２８３号）第４条に規定する身体障害者を入所させる施設をい

う。以下同じ。）の長及び保護施設（生活保護法（昭和２５年法律

第１４４号）第３８条第１項に規定する救護施設及び更生施設をい

う。以下同じ。）の長（以下「院長等」という。）から県委員会

に対する申請、届出及び申出並びに開票管理者から選挙長又は選

挙分会長に対する報告及び届出についても、また、前項と同様と

する。

（投票箱等の送付）

第９条 市町委員会は、政令第２８条第１項の規定により選挙人名簿

又はその抄本を投票管理者に送付する際に、投票箱、投票用紙、

仮投票用封筒、点字器、投票管理者の印その他投票のため必要な

器具を併せて送付するものとする。

（送致された不在者投票の処理）

第１２条 投票管理者（指定関係投票区の投票管理者を除く）は、市

町委員会委員長から送致された不在者投票について、不在者投票

に関する調書及び選挙人名簿又はその抄本との照合を行ったうえ

で、政令第６３条の規定による受理不受理等の決定を行うまでの

間、投票用封筒及び不在者投票証明書を適正に一時保管するもの

とする。

（期日前投票における関係規定の適用の特例）

第１７条の２ 法第４８条の２第１項の場合においては、第８条中「選

挙の期日の翌日に」とあるのは「期日前投票所を設ける期間の末

日に」と、第１５条第１項中「投票管理者」とあるのは「投票管理

者又は市町委員会」と、「法第５５条」とあるのは「法第５５条

及び政令第４９条

の１０」と、「投票箱等」とあるのは「投票箱等及び封印をした投

票箱のかぎ」と、同条第２項中「投票管理者」とあるのは「投票

管理者又は市町委員会」と、「開票管理者に」とあるのは「投票

管理者にあっては、市町委員会に、市町委員会にあっては、開票

管理者にそれぞれ」と、第２１条第１項中「開票管理者は、投票箱

の送致を受けたときは」とあるのは「市町委員会又は開票管理者

は、投票箱等及び封印をした投票箱のかぎの送致を受けたとき

は」と、同条第３項中「前項の報告を受けたとき」とあるのは

「前項の報告を受けたとき又は自ら保管中の投票箱及びそのかぎ

に異状が生じたとき」とし、第１４条及び第１７条の規定は、適用し

ない。

（在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に

係る関係規定の適用の特例）

第１８条の２ 在外選挙人名簿に登録されている選挙人（当該選挙人

のうち選挙人名簿に登録されているもので政令第６５条の２に規定

する者を除く。）で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投

票をしようとするものの国内における投票及びこれに関し必要な

手続に係る規定の適用については、第４条第１項中「選挙人名

簿」とあるのは「在外選挙人名簿」と、「法第１９条第３項」とあ

るのは「法第３０条の２第４項」と、第９条中「選挙人名簿」とあ

るのは「在外選挙人名簿」と、第１２条中「投票管理者（指定関係
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別記第１号様式を次のように改める。

」と読み替えるものとする。

別記

省略

投票区の投票管理者を除く）」とあるのは「指定在外選挙投票区

の投票管理者」と、「不在者投票に関する調書」とあるのは「在

外選挙人の不在者投票に関する調書」と、「選挙人名簿」とある

のは「在外選挙人名簿」と、「投票用封筒及び不在者投票証明

書」とあるのは「投票用封筒」と読み替えるものとする。

別記

省略

様式番号 事 項 根 拠 条 文 様式番号 事 項 根 拠 条 文

１～８

９

１０～１６

１７

１８

１９～２３

２４

２６～４２

省略

投票所開閉時刻の繰上

げ、繰下げ通知等

省略

削除

投票箱等送致目録

省略

削除

省略

省略

法第４０条第２項、法第４８条

の２第６項

省略

程第１５条第１項

省略

省略

１～８

９

１０～１６

１７

１８

１９～２３

２４

２６～４２

省略

投票所開閉時刻の繰上

げ、繰下げ通知等

省略

投票箱の送付通知

投票箱等送致目録

省略

繰延投票（開票）期日の

通知

省略

省略

法４０条２項 、法第４８条

の２ ３項

省略

程９条

法５５条

省略

令４８条、令１００条２項、令７８

条、令１０１条３項、令８７条

省略
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第１号様式

その１

愛
媛

県
報

平
成
２８
年
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月
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日

第
２７８２

号
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その２
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平
成
２８
年
６
月
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日

第
２７８２

号
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別記第１７号様式を次のように改める。

第１７号様式 削除

別記第１８号様式を次のように改める。
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第１８号様式

その１
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媛
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報
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第
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号
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その２
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�愛媛県選挙管理委員会告示第３２号
平成２８年７月１０日執行予定の参議院選挙区選出議員選挙に関する

選挙人名簿の登録日等を次のとおり定める。

平成２８年６月１７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 被登録資格決定基準日

平成２８年６月２１日（ただし、年齢については、同年７月１０日）

２ 登録日

平成２８年６月２１日

３ 縦覧期間

平成２８年６月２２日

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第３３号
平成２８年７月１０日執行予定の参議院選挙区選出議員選挙に関する

在外選挙人名簿の縦覧期間は、平成２８年６月２２日とする。

平成２８年６月１７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

別記第２４号様式を次のように改める。

第２４号様式 削除

別記第２５号様式の２注１中「あて」を「宛」に、「Ａ４」を「Ａ列４番」に改め、同様式注５中「第２９条」を「第２９条第１項」に改める。

附 則

１ この規程は、平成２８年６月１９日から施行する。

２ 改正後の愛媛県選挙事務執行規程別記第１号様式及び別記第１８号様式の規定は、この規程の施行の日（以下「施行日」という。）の翌

日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員

の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日（以下「公示日」という。）以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員、参

議院議員、愛媛県議会議員又は愛媛県知事の選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された当該選挙につ

いては、なお従前の例による。

平成２８年６月１７日 発行
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